
議案第２４号

職員の退職手当に関する条例の一部改正について

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。

令和７年３月２６日提出

岬町長 田 代 堯

提 案 理 由

雇用保険法等の一部を改正する法律（令和６年法律第２６号）の施行による

雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）及び国家公務員退職手当法（昭和２

８年法律第１８２号）の改正等に準じ、本条例に所要の改正を行うものです。



岬町条例第 号

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（案）

職員の退職手当に関する条例（昭和３８年岬町条例第４号）の一部を次のよ

うに改正する。

第２条第２項中「法令又は条例」の次に「（以下この項において「条例等」

という。）」を加え、「与えられた日」の次に「及び条例等により、４週間を超

えない範囲内で週を単位として条例等の定める期間ごとの期間につき職員の

１週間当たりの勤務時間以上の勤務時間を定められ、かつ、勤務した日」を

加える。

第１０条第１１項第４号中「職業に就いたもの」を「安定した職業に就い

た者」に改め、同条１４項中「次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号

に定める」を「雇用保険法第５６条の３第１項第１号に該当する者に係る就

業促進手当について同条第４項の規定により基本手当を支給したものとみな

される日数に相当する」に改め、各号を削る。

附則第１４項中「令和７年３月３１日」を「令和９年３月３１日」に改め

る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。

（職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正）

２ 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例（令和４年岬町条例第

１７号）の一部を次のように改正する。

附則第１２条中「第９条第３項」を「第９条第２項」に改める。
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職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
新
旧
対
照
表

○
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
３
８
年
岬
町
条
例
第
４
号
）

新
旧

第
１
条

（
略
）

（
退
職
手
当
の
支
給
）

第
２
条

（
略
）

２
職
員
以
外
の
者
の
う
ち
、
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
勤
務
時
間
以
上
勤
務
し

た
日
（
法
令
又
は
条
例
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
条
例
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
勤

務
を
要
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
又
は
休
暇
を
与
え
ら
れ
た
日
及
び
条
例
等
に
よ
り
、
４

週
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
週
を
単
位
と
し
て
条
例
等
の
定
め
る
期
間
ご
と
の
期
間

に
つ
き
職
員
の
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
以
上
の
勤
務
時
間
を
定
め
ら
れ
、
か
つ
、

勤
務
し
た
日
を
含
む
。
第
１
０
条
第
２
項
に
お
い
て
「
勤
務
日
数
」
と
い
う
。
）
が
１

８
日
（
１
月
間
の
日
数
（
岬
町
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
岬
町
条
例
第
１
９

号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
日
の
日
数
は
、
算
入
し
な
い
。
）
が
２
０
日
に
満

た
な
い
日
数
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
１
８
日
か
ら
２
０
日
と
当
該
日
数
と
の
差
に
相
当

す
る
日
数
を
減
じ
た
日
数
。
第
１
０
条
第
２
項
に
お
い
て
、
「
職
員
み
な
し
日
数
」
と

い
う
。
）
以
上
あ
る
月
が
引
き
続
い
て
１
２
月
を
超
え
る
に
至
っ
た
も
の
で
、
そ
の
超

え
る
に
至
っ
た
日
以
後
引
き
続
き
当
該
勤
務
時
間
に
よ
り
勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
も
の
は
、
職
員
と
み
な
し
て
こ
の
条
例
（
第
４
条
中
１
１
年
以
上
２
５
年
未
満
の

期
間
勤
続
し
た
者
の
通
勤
に
よ
る
負
傷
又
は
病
気
（
以
下
「
傷
病
」
と
い
う
。
）
に
よ

る
退
職
及
び
死
亡
に
よ
る
退
職
に
係
る
部
分
以
外
の
部
分
並
び
に
第
５
条
中
公
務
上

の
傷
病
又
は
死
亡
に
よ
る
退
職
に
係
る
部
分
並
び
に
２
５
年
以
上
勤
続
し
た
者
の
通

勤
に
よ
る
傷
病
に
よ
る
退
職
及
び
死
亡
に
よ
る
退
職
に
係
る
部
分
以
外
の
部
分
を
除

く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
２
条
の
２
～
第
９
条

（
略
）

（
失
業
者
の
退
職
手
当
）

第
１
０
条

(略
)

２
～
１
０

(略
)

１
１

(略
)

第
１
条

（
略
）

（
退
職
手
当
の
支
給
）

第
２
条

（
略
）

２
職
員
以
外
の
者
の
う
ち
、
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
勤
務
時
間
以
上
勤
務
し

た
日
（
法
令
又
は
条
例
に
よ
り
勤
務
を
要
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
又
は
休
暇
を
与
え
ら

れ
た
日
を
含
む
。
第
１
０
条
第
２
項
に
お
い
て
「
勤
務
日
数
」
と
い
う
。
）
が
１
８
日

（
１
月
間
の
日
数
（
岬
町
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
岬
町
条
例
第
１
９
号
）

第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
日
の
日
数
は
、
算
入
し
な
い
。
）
が
２
０
日
に
満
た
な

い
日
数
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
１
８
日
か
ら
２
０
日
と
当
該
日
数
と
の
差
に
相
当
す
る

日
数
を
減
じ
た
日
数
。
第
１
０
条
第
２
項
に
お
い
て
、「
職
員
み
な
し
日
数
」
と
い
う
。
）

以
上
あ
る
月
が
引
き
続
い
て
１
２
月
を
超
え
る
に
至
っ
た
も
の
で
、
そ
の
超
え
る
に
至

っ
た
日
以
後
引
き
続
き
当
該
勤
務
時
間
に
よ
り
勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の

は
、
職
員
と
み
な
し
て
こ
の
条
例
（
第
４
条
中
１
１
年
以
上
２
５
年
未
満
の
期
間
勤
続

し
た
者
の
通
勤
に
よ
る
負
傷
又
は
病
気
（
以
下
「
傷
病
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
退
職
及

び
死
亡
に
よ
る
退
職
に
係
る
部
分
以
外
の
部
分
並
び
に
第
５
条
中
公
務
上
の
傷
病
又

は
死
亡
に
よ
る
退
職
に
係
る
部
分
並
び
に
２
５
年
以
上
勤
続
し
た
者
の
通
勤
に
よ
る

傷
病
に
よ
る
退
職
及
び
死
亡
に
よ
る
退
職
に
係
る
部
分
以
外
の
部
分
を
除
く
。
）
の
規

定
を
適
用
す
る
。

第
２
条
の
２
～
第
９
条

（
略
）

（
失
業
者
の
退
職
手
当
）

第
１
０
条

(
略
)

２
～
１
０

(
略
)

１
１

(
略
)
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⑴
～
⑶

(
略
)

⑷
安
定
し
た
職
業
に
就
い
た
者

雇
用
保
険
法
第
５
６
条
の
３
第
３
項
に
規
定

す
る
就
業
促
進
手
当
の
額
に
相
当
す
る
金
額

⑸
～
⑹

(
略
)

１
２
～
１
３

(
略
)

１
４

第
１
１
項
第
４
号
に
掲
げ
る
退
職
手
当
の
支
給
が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
１
項
、
第

３
項
又
は
第
１
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
雇
用
保
険
法
第
５
６
条
の
３
第
１

項
第
１
号
に
該
当
す
る
者
に
係
る
就
業
促
進
手
当
に
つ
い
て
同
条
第
４
項
の
規
定
に

よ
り
基
本
手
当
を
支
給
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
日
数
に
相
当
す
る
日
数
分
の
第
１

項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

１
５
～
１
７

（
略
）

以
下
本
則

（
略
）

附
則

１
～
１
３

（
略
）

１
４

令
和
９
年
３
月
３
１
日
以
前
に
退
職
し
た
職
員
に
対
す
る
第
１
０
条
第
１
０
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
２
８
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
２
８
条

ま
で
及
び
附
則
第
５
条
」
と
、
同
項
第
２
号
中
「
イ

雇
用
保
険
法
第
２
２
条
第
２
項

に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
に
よ
り
就
職
が
困
難
な
者
で
あ
っ
て
、
同

法
第
２
４
条
の
２
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
者
に
相
当
す
る
者
と
し
て
町
長
が
定
め

る
者
に
該
当
し
、
か
つ
、
町
長
が
同
項
に
規
定
す
る
指
導
基
準
に
照
ら
し
て
再
就
職
を

促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
職
業
安
定
法
第
４
条
第
４
項
に
規
定
す
る
職
業
指
導
を
行

う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
も
の
」
と
あ
る
の
は
「

イ
雇
用
保
険
法
第
２
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
に

よ
り
就
職
が
困
難
な
者
で
あ
っ
て
、
同
法
第
２
４
条
の
２
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る

⑴
～
⑶

(
略
)

⑷
職
業
に
就
い
た
も
の

雇
用
保
険
法
第
５
６
条
の
３
第
３
項
に
規
定
す
る
就

業
促
進
手
当
の
額
に
相
当
す
る
金
額

⑸
～
⑹

(
略
)

１
２
～
１
３

(
略
)

１
４

第
１
１
項
第
４
号
に
掲
げ
る
退
職
手
当
の
支
給
が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
１
項
、
第

３
項
又
は
第
１
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
退
職
手
当
ご

と
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
数
分
の
第
１
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当

の
支
給
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

⑴
雇
用
保
険
法
第
５
６
条
の
３
第
１
項
第
１
号
イ
に
該
当
す
る
者
に
係
る
就
業
促

進
手
当
に
相
当
す
る
退
職
手
当

当
該
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
た
日
数
に
相
当

す
る
日
数

⑵
雇
用
保
険
法
第
５
６
条
の
３
第
１
項
第
１
号
ロ
に
該
当
す
る
者
に
係
る
就
業
促

進
手
当
に
相
当
す
る
退
職
手
当

当
該
就
業
促
進
手
当
に
つ
い
て
同
条
第
５
項
の

規
定
に
よ
り
基
本
手
当
を
支
給
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
日
数
に
相
当
す
る
日
数

１
５
～
１
７

（
略
）

以
下
本
則

（
略
）

附
則

１
～
１
３

（
略
）

１
４

令
和
７
年
３
月
３
１
日
以
前
に
退
職
し
た
職
員
に
対
す
る
第
１
０
条
第
１
０
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
２
８
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
２
８
条

ま
で
及
び
附
則
第
５
条
」
と
、
同
項
第
２
号
中
「
イ

雇
用
保
険
法
第
２
２
条
第
２
項

に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
に
よ
り
就
職
が
困
難
な
者
で
あ
っ
て
、
同

法
第
２
４
条
の
２
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
者
に
相
当
す
る
者
と
し
て
町
長
が
定
め

る
者
に
該
当
し
、
か
つ
、
町
長
が
同
項
に
規
定
す
る
指
導
基
準
に
照
ら
し
て
再
就
職
を

促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
職
業
安
定
法
第
４
条
第
４
項
に
規
定
す
る
職
業
指
導
を
行

う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
も
の
」
と
あ
る
の
は
「

イ
雇
用
保
険
法
第
２
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
に

よ
り
就
職
が
困
難
な
者
で
あ
っ
て
、
同
法
第
２
４
条
の
２
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
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○
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
４
年
岬
町
条
例
第
１
７
号
）
（
附
則
第
２
項
関
係
）

者
に
相
当
す
る
者
と
し
て
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
し
、
か
つ
、
町
長
が
同
項
に
規

定
す
る
指
導
基
準
に
照
ら
し
て
再
就
職
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
職
業
安
定
法

第
４
条
第
４
項
に
規
定
す
る
職
業
指
導
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
も

の

ウ
特
定
退
職
者
で
あ
っ
て
、
雇
用
保
険
法
附
則
第
５
条
第
１
項
に
規
定
す
る
地
域
内

に
居
住
し
、
か
つ
、
町
長
が
同
法
第
２
４
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
指
導
基
準
に

照
ら
し
て
再
就
職
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
職
業
安
定
法
第
４
条
第
４
項
に
規

定
す
る
職
業
指
導
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
も
の
（
ア
に
掲
げ
る
者
を

除
く
。
）
」
と
す
る
。

以
下

（
略
）

者
に
相
当
す
る
者
と
し
て
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
し
、
か
つ
、
町
長
が
同
項
に
規

定
す
る
指
導
基
準
に
照
ら
し
て
再
就
職
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
職
業
安
定
法

第
４
条
第
４
項
に
規
定
す
る
職
業
指
導
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
も

の

ウ
特
定
退
職
者
で
あ
っ
て
、
雇
用
保
険
法
附
則
第
５
条
第
１
項
に
規
定
す
る
地
域
内

に
居
住
し
、
か
つ
、
町
長
が
同
法
第
２
４
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
指
導
基
準
に

照
ら
し
て
再
就
職
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
職
業
安
定
法
第
４
条
第
４
項
に
規

定
す
る
職
業
指
導
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
も
の
（
ア
に
掲
げ
る
者
を

除
く
。
）
」
と
す
る
。

以
下

（
略
）

新
旧

本
則

（
略
）

附
則

第
１
条
～
第
１
１
条

（
略
）

（
退
職
手
当
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
１
２
条

暫
定
再
任
用
職
員
に
対
す
る
改
正
後
の
退
職
手
当
条
例
（
以
下
こ
の
条
及
び

次
条
に
お
い
て
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
項
中
「
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
（
地
方
公
務
員
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
３
年
法
律
第
６
３
号
）
附
則
第
４
条
第
１
項
若
し
く
は
第

２
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
９
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
５
条
第
１
項
か
ら
第
４
項
ま
で
、
第
６
条
第
１
項
若
し
く

は
第
２
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
９
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
７
条
第
１
項
か
ら
第
４
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
採

用
さ
れ
た
職
員
を
除
く
。
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
」
と
す
る
。

以
下

（
略
）

本
則

（
略
）

附
則

第
１
条
～
第
１
１
条

（
略
）

（
退
職
手
当
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
１
２
条

暫
定
再
任
用
職
員
に
対
す
る
改
正
後
の
退
職
手
当
条
例
（
以
下
こ
の
条
及
び

次
条
に
お
い
て
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
項
中
「
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
（
地
方
公
務
員
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
３
年
法
律
第
６
３
号
）
附
則
第
４
条
第
１
項
若
し
く
は
第

２
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
５
条
第
１
項
か
ら
第
４
項
ま
で
、
第
６
条
第
１
項
若
し
く

は
第
２
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
７
条
第
１
項
か
ら
第
４
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
採

用
さ
れ
た
職
員
を
除
く
。
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
」
と
す
る
。

以
下

(
略
)


